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■第２回石狩川上流減災対策委員会（平成28年9月8日）
・「石狩川上流減災対策協議会」設立の説明
・北海道管理河川の参画

■第４回石狩川上流減災対策協議会
・『「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく石狩川上流の減災に係る
取組方針』に、北海道（旭川建管）の取組を追加し、取組方針を一部改訂
する内容を説明

■第３回石狩川上流減災対策委員会（平成29年6月29日）
・「石狩川上流減災対策協議会」へ移行

・北海道管理河川で概ね５年で実施する減災に係る取組方針を検討
・河川管理者として、国管理河川と同様の取組を実施予定
・関係機関との連携のため、わかりやすくとりまとめることが必要

１．はじめに
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本文表紙
１．はじめに

・北海道管理河川が参画

・新たな法定協議会として「石狩川上流域減災対策協議会」に移行



１．はじめに

項 目 概 要

面積 3471km2

人口 約40万人

１級河川 94河川（石狩川上流水系）
3
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※出典：国土交通省 第3回大規模氾濫に対する減災のための治水対策検討小委員会資料より転載

１．はじめに
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※出典：国土交通省 第3回大規模氾濫に対する減災のための治水対策検討小委員会資料より転載

１．はじめに



・北海道管理河川は平成29年度から参画し、国管理河川より取組が1年遅れる
⇒北海道管理河川での取組目標年次を、平成33年度までとして記載 6

・新たな法定協議会として「石狩川
上流減災対策協議会」を設立

・北海道管理河川が参画
⇒上記の経緯について追記

[p.1] [p.2]

・北海道が管理する中小河川は、国が管理する
大河川と異なる特徴を有する

⇒中小河川の特徴を追記

１．はじめに
本文p.1,p.2
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・北海道管理河川においても、河川整備計画を策定し、
堤防整備、河道掘削等の対策を実施

⇒北海道管理河川の河川整備の状況を追記

[p.5]

３．対象流域の概要と主な課題
本文p.5



●北海道の取組状況を追記
●国管理河川と同様の取組については、
機関名のみ追記

・避難勧告の発令の目安となる氾濫危険情報の発
表等の洪水予報を実施している。（旭川開建、
上川総合振興局、旭川地方気象台）

・重大災害の発生のおそれがある場合には、旭川
河川事務所長から自治体首長に対して情報伝達
（ホットライン）を実施している。 （旭川開
建、上川総合振興局、石狩上流自治体）

・北海道水防計画の規定に基づき、水防警報、
雨量及び水位情報の伝達を行っている。
（上川総合振興局）

など
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４．現状の取組状況等
本文p.6～p.13

例：[p.6]



●北海道独自の取組については、新た
に項目・記載を追加

・避難勧告発令の目安となる土砂災害警戒情報を
気象台と共同で発表している。（上川総合振興
局）

など
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４．現状の取組状況等
本文p.6～p.13

例：[p.7]



４．現状の取組状況等
本文p.8
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・避難勧告発令の目安となる土砂災害警戒情報を気象台と共同で発表



５．減災のための目標
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■５年間で達成すべき目標

■目標達成に向けた３本柱

洪水時の流れのエネルギーが大きい急流４大河川が市街部で合流する地形特性を
持つ石狩川上流の大規模水害に対し「迅速・確実な避難」、「社会経済被害の
最小化」を目指す。

(1)大規模水害に対し、迅速・確実な避難行動のための取組
(2)洪水氾濫被害軽減のための的確な水防活動に関する取組
(3)都市機能や社会経済活動の早期復旧のための取組

本文p.14

●北海道管理河川における減災のための目標は、新たに設定せず、
国管理河川を含む対象流域の目標と同じものとする

●北海道管理河川の取組期間は、平成33年度までの5年間とする



６．概ね５年で実施する取組
本文p.15～p.19

１）ハード対策の主な取組
・河道掘削（旭川開建、上川総合振興局）
・堤防天端の保護（旭川開建、上川総合振興局）
・円滑な避難活動や水防活動を支援するため、簡
易水位計や量水標、CCTVカメラの設置（旭川開
建、上川総合振興局）

など

２）ソフト対策の主な取組
・円滑かつ迅速な避難行動のため、避難勧告等の
発令に着目したタイムラインの作成及び精度向
上を行う（旭川開建、上川総合振興局、石狩上
流自治体）

・想定最大規模も含めた浸水想定区域図、浸
水シミュレーション、家屋倒壊等氾濫想定
区域の作成・公表（多言語化対応含む）
（旭川開建、上川総合振興局）

など

●国管理河川と同様の取組は連名に
●独自の取組は新たに項目を追加
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例：[p.15]



６．概ね５年で実施する取組
１）ハード対策の主な取組

・洪水を河川内で安全に流す対策として、河道掘削等を引き続き実施

本文p.15

13比布川

河川名 市町村名 施工
年度

業概概要

牛朱別川 旭川市・
東川町・
当麻町

S24～ 掘削工、築堤工、護岸
工、樋管工、道路橋等

ポン川 旭川市・
東神楽町

H4～ 掘削工、築堤工、護岸
工、樋管工、道路橋等

八千代川 東神楽町 H26～ 掘削工、築堤工、護岸
工、樋管工、道路橋等

比布川 比布町 H8～ 掘削工、築堤工、護岸
工、樋管工、道路橋等

十五号川 旭川市 H23～ 掘削工、排水工、道路
橋、サイフォン工等

雨紛川 旭川市 H16～ 掘削工、築堤工、護岸
工、樋管工、道路橋等

アイヌ川 旭川市 S61～ 掘削工、築堤工、護岸
工、樋管工、道路橋等

横断イメージ図

旭川市の市街地周辺



本文p.15
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６．概ね５年で実施する取組
１）ハード対策の主な取組

旭川建管での取組
（堤防天端保護）

河川名 管轄

ペーパン川 事業課

倉沼川 事業課

当麻川 事業課

ポン川 事業課

比布川 事業課



６．概ね５年で実施する取組
２）ソフト対策の主な取組
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・平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項として、想定最大
規模の洪水に係る浸水想定区域図等の作成と周知を引き続き実施

本文p.16～p.19

想定最大規模の洪水浸水想定区域図（比布川の例：H29年12月指定）

河川名 管轄

江丹別川

事業課

倉沼川

比布川

ポン川

置杵牛川

牛朱別川

ペーパン川

当麻川

：公表済の河川

想定最大規模の洪水浸水想定区域図の公表状況
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７．フォローアップ
本文p.20

●国管理河川と同様にフォローアップ

・取組の進捗状況の確認
・必要に応じて取組方針の見直し

[p.20]
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８．平成29年度の取組状況
①水位周知河川・水位局の追加

・旭川建設管理部管内の空知川、ユクトラシュベツ川において水位局を2箇所
追加予定。

水位局（追加予定）

空知川の例
（水位周知区間、水位局の追加）

※下図は確率規模100年における浸水想定区域図

水位周知区間(L=5.7㎞)

K
P
1
23
.
35

幾寅水位観測所（国）

KP117.50

K
P
1
17
.
65

※本協議会の対象河川では追加なし
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８．平成29年度の取組状況
②水防警報の発表

・旭川建設管理部管内において、H29年の水防警報は1回、延べ2河川で発表。
（石狩川上流域内では実績なし）

※本協議会の対象河川では実績なし

年月日 河川名 管轄

H29年9月19日 オンネベツ川 士別出張所

H29年9月19日 豊栄川 美深出張所

計1回 延べ2河川

水防警報の発表実績（H29）
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８．平成29年度の取組状況
③洪水浸水想定区域図の作成・公表

・平成29年12月に比布川、平成30年1月に倉沼川・ポン川等における
洪水浸水想定区域図を公表。

・江丹別川、置杵牛川についても、作成次第、順次公表予定。

想定最大規模の洪水浸水想定区域図（比布川の例：H29年12月指定）

河川名 管轄

江丹別川

事業課

倉沼川

比布川

ポン川

置杵牛川

牛朱別川

ペーパン川

当麻川

想定最大規模の洪水浸水想定区域図の公表状況

：H29年度公表河川


